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公立大学法人名桜大学会計監査業務に係る企画提案募集要領 

 

公立大学法人名桜大学（以下「法人」という。）は、地方独立行政法人法（以

下「法」という。）第 35 条に規定する政令（施行令第 7 条）で定める基準（資

本金額百億円以上または負債額が二百億円以上）に達していないことから、会

計監査人による会計監査が義務付けられていない。 

しかし、本法人は、公立大学法人化以降、財務諸表の真実性を高めるととも

に監事監査の効率化を図るために、法第 35条の規定に準じて会計監査を実施し

ている。 

このたび、令和 8 事業年度における独立監査人を選定するにあたり、企画提

案を募集する。 

 

1 業務の概要 

（1）業務の名称 

   公立大学法人名桜大学会計監査業務 

 （2）業務の内容 

法第 35条の規定に準じた法人の監査及びこれに付随する業務 

（3）契約期間 

   契約締結の日から、法第 34 条第 1 項の規定に基づく北部広域市町村圏  

事務組合理事長の承認の日までとする。 

ただし、法第 39 条の解任等の特段の事情に準じる事由がない限り、令

和 9事業年度及び令和 10事業年度についても再契約する方針である。 

 

2 企画提案の参加資格 

次の要件をすべて満たすこと。 

（1）公認会計士（公認会計士法（昭和 23 年法律第 103 号）第 16 条の 2 第 1

項に規定する外国公認会計士を含む。）または監査法人であること。また、

公認会計士法に基づき、財務諸表について監査をすることができない者で

ないこと。 

（2）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4の規定に該当

しない者であること。 

(3) 破産法（平成 16 年法律第 75 号）に基づく破産手続、民事再生法（平成

11 年法律第 225 号）に基づく民事再生手続、会社更生法（平成 14 年法律

第 154 号）に基づく会社更生手続又は会社法（平成 17 年法律第 86 号）に

基づく特別清算の開始の申立てを受けていないこと、若しくは自らが申立

てを行っていないこと、又はこれらの手続きを行なっていないこと。 

 (4) 国税及び地方税を滞納していないこと。 

 (5) 北部広域市町村圏事務組合から指名停止の措置を受けていないこと、又

は受けることが明らかでないこと。 
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(6) 沖縄県内に事務所を設置している者であること。 

 

3 企画提案の実施スケジュール 

（1）質問の受付 

      本企画提案に関する質問を次のとおり受け付ける。 

 

   ①質問方法 

    様式第 1号に質問事項を記載のうえ、9に定める提出場所に、電子メ

ールにより提出すること。 

   ②受付期間 

    令和 8年 4月 15日（水）午後 5時まで 

   ③質問に対する回答 

    受付期間内に提出された質問に対する回答は、質問者に電子メールに

て回答する。 

 

 （2）企画提案書等の提出 

    企画提案書等を次のとおり提出すること。 

   ①提案数 

    1者 1提案とする。 

   ②提案書類の種類及び提案部数 

    ア 企画提案書 正本 1部、副本 5部 

    イ 会社概要のパンフレット等（法人の名称（個人にあっては氏名）、

代表者氏名、所在地、人員規模、資本金等が記載されたもの）   

6部 

    ③企画提案書の形式 

     ア 4 に定める内容を記載し、様式第 2 号をつけて、「企画提案書」

として提出すること。 

     イ 大きさは A4 版とし、表紙、裏表紙を含めて 30 ページ以内とす

る（様式第 2 号を除く。）。資料やイメージ図など、見やすくす

るために A3版を使用する場合は、A4版の大きさで３ツ折りする

こと。 

     ウ 専門的知識がない者にも分かりやすい表現で作成すること。 

     エ 企画提案書に記載する金額は消費税等（消費税及び地方消費税

をいう。以下同じ）を含めた金額で記載すること。 

     オ 企画提案書の作成に用いる言語、通貨及び単位は、日本語、日

本円とすること。 

    ④提出期限 

     令和 8年 4月 30日（木）午後 5時まで 

   ⑤提出方法 
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     9に定める提出場所に持参または郵送すること。郵送の場合は、書

留郵便その他到着を確認できる方法によることとし、提出期限内に必

着とする。 

 

4 企画提案書記載事項 

   次に掲げる項目に記載し、表紙に様式第 2 号を付けて、「企画提案書」と

して提出すること。 

 

  項目 記 載 内 容 

1.経営の状況 （1）別表 1のとおり、設立年月日、資本金、主たる事務所の所在地、

従業員数、監査会社数、経営状況を記載すること。 

（2）別表 2のとおり、国内拠点の所在地や人員を記載すること。 

（3）過去 3年間の処分等の状況を記載すること。 

  ①法人又は社員等に対する公認会計士法に基づく業務改善指示

等がある場合は、その内容と対応 

  ②日本会計士協会が実施した品質関連レビューにおいて改善勧

告があった場合は、その内容と対応 

2.監査の方針 公立大学法人を監査するにあたって重視する事項、監査に対す

る考え方を記載すること。 

3.監査体制 （1）別表 3のとおり、監査担当予定の事務所の所在地や人員を記載

すること。 

（2）別表 4のとおり、監査担当予定の公認会計士について、監査の

役割（監査責任者と監査補助者の別）や公立大学法人、国立大

学法人、その他独法及びその他大学の監査実績を記載すること。 

4.監査計画及び 

監査方法 

（1）監査実施スケジュールを記載すること。 

（2）監査業務に要する時間数及び人員を記載すること。 

（3）具体的な監査業務の内容を記載すること。 

5.監査費用 （1）見積費用及び算定内訳を記載すること。なお、監査に要する経

費（交通費、旅費、宿泊費等）を含む。 

（2）執行予定日数を記載すること（延べ人数も明記すること）。 

（3）一事業年度あたり 800万円を上限とすること。 

（4）見積額の考え方（監査日数等の見積費用算定内訳に変更が  

生じた際の対応方法含む）を記載すること。 

6.その他 （1）会計処理に関する指導・助言等の支援について記載すること。 

（2）法人の監事との連携について記載すること。 

（3）その他適正な会計処理をするうえで、提言すべき事項やセール

スポイントがあれば記載すること（有料、無料の区分も明記す

ること。）。 
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5 選定方法 

  本企画提案に係る審査は公立大学法人名桜大学会計監査業務に係る独立監

査人の選定委員会にて、6に定める審査項目及び配点により、公正に審査して

候補者を選定する（参加者が 1名の場合でも、本要領に基づき審査する）。 

  企画提案書だけでは確認し難い内容がある場合には、問い合わせ等を行う

場合があるので、その際は迅速かつ適切にご協力をお願いいたします。 

 

6 審査項目及び配点は次のとおりとする。 

  

項 目 配 点 

1 経営の状況 10点 

2 監査方針  

60点 3 監査体制 

4 監査計画及び監査方法 

5 監査費用 20点 

6 その他 10点 

合計 100点 

 

7 選定結果 

  選定の結果は、参加者全員に書面で通知する。 

 

8 監査実施者（監査責任者及び監査補助者従事者）の選定と契約 

（1）候補者を選定後、企画提案書に記載された内容に基づき契約に係る協議を

行い、合意に至った場合、監査実施者として選任する。（その際、企画提案

書に記載された監査担当予定者、その他の内容は正当な理由なく変更する

ことは認めない。） 

（2）候補者が正当な理由なく契約を締結しないとき又は契約に係る協議が整わ

ないときは、その選定を取り消すとともに、次順位の者を候補者として選

定のうえ、契約に係る協議を行う。 

（3）独立監査人を選定後、監査契約を締結する。契約時期は、令和 8 年 8 月 1

日を想定している。 

 

9 提出場所等連絡先 

  （郵便番号） 905-8585 

  （所 在 地） 沖縄県名護市字為又 1220-1 

  （機 関 名）  公立大学法人名桜大学財務部会計課 

  （電話番号） 0980-51-1051 

  （ F A X  ）  0980-52-4640 
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（担 当 者）  砂川 一弥 

（ E-mail ）  k.sunagawa@meio-u.ac.jp 

 

10  その他 

（1）提出書類の作成及び提出等、この企画提案の参加に要する費用は、すべて

参加者の負担とする。 

（2）提出書類の取り扱い 

     提出された書類は、返却しない。 

    提出された書類の機密保持には、十分に配慮する。 

    提出された書類は、選定作業のため必要最小限の範囲内で複写すること

がある。 

（3）企画提案の辞退 

    企画提案書提出後に企画提案を辞退する場合は、速やかに様式第 3号を、

9に定める提出場所に持参または郵送すること。 

郵送の場合は、書留郵便その他到着を確認できる方法によること。 

 

 


